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コーポレート・ガバナンスに関する開示方法の見直しに伴う 

有価証券上場規程等の一部改正について 

 

 

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

当取引所は、「有価証券上場規程」等の一部改正を行い、平成18年３月１日から施行しま

すので、ご通知申し上げます。（詳細については、規則改正新旧対照表を名証のホームペー

ジ（http://www.nse.or.jp）に掲載しておりますのでご覧ください。） 

今回の改正は、最近、上場会社による不祥事が続発する中で、改めて上場会社におけるコ

ーポレート・ガバナンスの重要性が指摘されている現状を踏まえ、従来から開示対象として

いた上場会社のコーポレート・ガバナンスに関する施策等について、開示方法を見直し、新

たに「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の提出及び開示等を求めることとするも

のです。 

改正の概要は、下記のとおりです。 

敬 具 

 

記 

 

１．改正概要 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する報告書の提出及び開示 

株券（外国株券を除く。）の上場を申請する新規上場申請者は、

当取引所が当該株券の上場を承認した場合には、以下のコーポレー

ト・ガバナンスに関する事項について記載した報告書を提出し、当

該報告書（その内容を記載した資料を含む。）を当取引所が公衆の

縦覧に供することに同意するものとする。 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構

成、企業属性その他の新規上場申請者に関する基本情報 

② 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の

コーポレート・ガバナンス体制の状況 

③ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

④ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

⑤ その他当取引所が必要と認める事項 

 

(2) コーポレート・ガバナンスに関する報告書の修正等 

① 上場株券（外国株券を除く。）の発行者は、コーポレート・ガ

バナンスに関する報告書の内容に変更が生じた場合には、遅滞な

く当該変更内容について記載した書面を提出するものとする。こ
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・有価証券上場規程第７条

の５、同取扱い要領10の
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・適時開示規則第４条の５、

同取扱い４の３ 

 

http://www.nse.or.jp/


の場合において、当該発行者は、当該書面（その内容を記載した

資料を含む。）を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意する

ものとする。 

② 当該変更内容が、資本構成及び企業属性に関する事項であると

きには、当該変更が生じた後最初に到来する定時株主総会の招集

日後遅滞なく当該変更内容について記載した書面の提出を行う

ことができるものとする。 

(3) その他 

従来の決算短信でのコーポレート・ガバナンスの施策等について

の開示は、平成18年３月１日以後に終了する事業年度に係る決算の

内容の開示から要しないものとする 

 

 

 

 

 

 

 

 

・改正前適時開示規則第２

条第９項 

 

２．施 行 日 

・平成18年３月１日から施行する。 

・施行日において現に上場されている株券（外国株券を除く。）の発行者は、コーポレート・ガバ

ナンスに関する報告書を平成18年５月31日までに当取引所に提出するものとする。 

 

※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書の作成にあたっての様式及び記載要領につきましては、

３月中旬を目途に準備を進めております。内容が固まり次第、上場会社通信にてご連絡させてい

ただきます。 

 

以  上 


